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■賛否の分かれた陳情 採…採択　不…不採択

陳　情　名
自　　　民 公　明 住民 改革 武共産 民主 審 議

結 果

不 不 不 不 不 不 不 不 不 採 採 採 採 不 不 不採択

自民：自民新政会　　公明：公明党　　住民：住民と自治の会　　改革：改革みずほの会　　共産：日本共産党　　武：武の会　　民主：民主党

２５陳情第１１号
介護保険制度の改悪を許さ
ない陳情書

小川 下野 近藤森 原 尾作 小池 小野 大坪 高橋谷青山 齋藤小山髙水

※議長は、採決に加わりません

本会議での一般質問や議案審議の様子は、インターネットの議会録画中継でもご覧になれます。
詳細は、瑞穂町ホームページ→瑞穂町議会→議会録画中継  をクリックしてください。

　　２月２０日（木）　議会運営委員会
　　３月　３日（月）　本会議（一般質問）
　　　　　４日（火）　本会議（一般質問・議案審議）
　　　　　５日（水）　本会議（一般質問・議案審議）
　　　　　６日（木）　総務産業建設委員会
　　　　　７日（金）　厚生文教委員会

　３月１１日（火）　予算特別委員会
　　　１２日（水）　予算特別委員会
　　　１３日（木）　予算特別委員会
　　　１７日（月）　議会運営委員会
　　　１９日（水）　本会議（議案審議）

3月定例会における請願、陳情の受付締め切り日は、2月17日（月）になります。

■お問い合わせ　議会事務局　TEL 557－7693（直通）

議会傍聴にお越しください。
3月定例会（予定）

※なお、上記の日程は予定ですので、進捗状況によって、本会議が休会になる場合もございます。
　傍聴に来られる際は、お電話又はホームページで日程をご確認のうえご来庁ください。

　議員提出議案および陳情採択による議員提出議案
を可決したため、国に意見書を提出するものです。議会から国へ議会から国へ

̶ ２つの意見書を提出 ̶

　地方自治は、地方自治体自らの財源と自らの責任に基づいて行財政運営を行うことが基本である。
今後の人口減少社会、超高齢社会の到来に対応した福祉社会を実現するためには、さらに国から地方
への権限の移譲とその権限に見合った財源を確保できる税財政制度の構築が不可欠である。
　しかし、現在、国において検討されている地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の継続と法人住
民税の一部を国税化した上で地方交付税として再配分することは、受益と負担という地方税の原則に
反し、分権の流れにも逆行するものである。
　また、現在、地方財政が抱える１３兆円を超える巨額の財源不足は、地方消費税の増税が実施され
ても到底埋められる額ではない。国が行おうとしていることは、今後の地方財政の根本的な対応策も
提示しないまま、限られた地方財源に手を突っ込み、地域間の偏在是正を小手先で調整しようとする
ものである。
　地方財政の財源不足を解消し、地方分権に向けて権限の移譲と財源の確保を図っていく仕組みを構
築することこそ、今国に求められるものである。
よって、瑞穂町議会は国会及び政府に対し、暫定的として導入した地方法人特別税及び地方法人特別
譲与税は、当初の約束どおり確実に撤廃し、法人事業税として復元するとともに、地方自治体の基幹
的税目である法人住民税の一部国税化は、絶対に導入しないよう強く要請する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　平成２５年１２月１３日
東京都西多摩郡瑞穂町議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、社会保障・税一体改革担当大臣  宛

■地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃と法人住民税の一部国税
　化に断固反対する意見書

■容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法
　律の制定を求める意見書
　容器包装リサイクル法（「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」）は、リ
サイクルのための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法である循環型社
会形成推進基本法の３Ｒの優先順位に反して、リサイクル優先に偏っている。
　このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、環境によいリユース容器が激減し、
リサイクルに適さない容器包装が未だに使われているのが社会の実態である。
　根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用
のうち約８割が製品価格に内部化されていないことにある。このため、容器包装を選択する事業者に
は、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取組もうとするインセンティブ（誘因）が働かず、ごみを減ら
そうと努力している町民には、負担のあり方について不公平感が高まっている。
　今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは急務であり、デ
ポジット制度の導入をはじめとした事業者責任の強化が不可欠となっている。
　よって、瑞穂町議会は、我が国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、政府及び国に対
し、以下のとおり、容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定
することを強く求める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選
別保管の費用について製品価格への内部化を進めること。

２．レジ袋使用量を大幅に削減するため、有料化などの法制化について検討を進めること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。

　平成２５年１２月１３日

東京都西多摩郡瑞穂町議会
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣、経済産業大臣
農林水産大臣、厚生労働大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全担当大臣）  宛


